
【開催状況】

【会議の公開・非公開】
北海道開発審査会の会議は、個人や法人の権利利益が侵害される場合があることや、情報

公開条例第26条の「許可、認可等の審査」に該当し、会議の円滑及び公正な運営が著しく損
なわれるおそれがあるため、原則として公開しておりません。

今回の審議内容については、これらに該当することから非公開となっております。
なお、審議概要については、「附属機関等の会議記録等の公表について」に基づき、審査

会終了後、公表することとしております。

【議事（１）会長の選出】
　委員の互選により、渡辺委員が会長に選出された。

【議事（２）会長代理の指名】
　会長代理に大坂谷委員が指名された。

開 催 場 所 道民活動センタービル（かでる2・7） 

参 加 委 員 数 7名中7名
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【議事（３）報告事項】

ア前回審議を 平成23年度第3回北海道開発審査会（平成24年3月28日開催）で承認を
経た議案に 経た、釧路市愛国において社会医療法人が申請する看護学校に係る建
係る許可に 築行為の許可について、報告をした。
ついて

イ包括承認に 東神楽町長が行った東神楽町字東神楽における建築行為の許可（自己
係る開発行 の居住用住宅の建替等）について、報告をした。
為等の許可
状況につい
て

【議事（４）付議案件】
　市街化調整区域において建築行為の許可を受けるにあたり、開発審査会の議を経る必要が
ある申請についての審議。

1 建築行為の 伊達市南有珠町において個人が申請する住宅併用農家レストランに係
許可につい る建築行為について審議し、承認された。
て

2 建築行為の 北広島市大曲において学校法人が申請する幼稚園に係る建築行為につ
許可につい いて審議し、承認された。
て

【参考】
審議事項については、当該審査会の議を経た後、許可権者（知事）が当該申請に係る処

分を別途行います。（※本承認が許可を与えるものではありません）

（ ）
担 当 課
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